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はじめに 

さいたま市は東日本の食品流通の拠点の一つとなっており、市内には多種多

様な食品が流通・供給されています。本計画は、このような本市の特性を踏ま

え、食品衛生法※１第２４条の規定に基づき、本市が実施する流通食品の検査や

食品等事業者の監視指導※２、食品表示（衛生事項）の確認等、食品衛生に関する監

視指導の効果的かつ効率的な実施を推進することにより、食品の安全性を確保

し、市民の健康保護を図ることを目的として策定したものです。令和８年度は、

食品等事業者によるＨＡＣＣＰ※３に沿った衛生管理※４の適切かつ継続的な実

施状況の確認等を重点的に行います。 

 

さらに、市民が安心した食生活を送れるよう策定した「さいたま市食の安全

基本方針※５」に基づく施策を積極的に実施することにより、食品の安全の確保

を図ります。 

※ 印については、用語解説を参照 

 

Ⅰ さいたま市の食品衛生監視指導体制  

次の体制により、連携を図りながら監視指導等を実施します。 

 

    保健衛生局 保健部 生活衛生課 

国や他の自治体、庁内関係部局との連絡調整を行い、事業の策定等を行い

ます。 

       また、食の安全に関する講習会の開催等による普及啓発や、市民、食品等

事業者及び学識経験者との意見交換等を行います。 

   

     保健衛生局 保健所 食品衛生課 

        飲食店や集団給食施設、広域流通食品を製造する施設、食品の大規模な流

通拠点である卸売市場等、市内全域を対象とした監視指導を実施します。 

 

保健衛生局 保健部 食肉衛生検査所 

と畜場※６及び食鳥処理場※７における食肉及び食鳥肉の処理が、衛生的に行

われるよう監視指導するとともに、と畜場で処理される食肉が、食用に適合

するかどうか検査を行います。 

また、と畜場及び食鳥処理場における衛生管理状況の確認のための検査を

行います。 

        

保健衛生局 健康科学研究センター 

保健所や食肉衛生検査所が収去※８等をした食品等について微生物、理化学   

検査を実施するほか苦情食品や食中毒の原因究明のための検査を行います。 
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関係機関との連携 

   ○  国や他の自治体との連携 

     国や他の都道府県等その他関係機関との緊密な連携体制を確保し、食中毒や違反

食品等の食品衛生に関する情報の収集に努め、迅速に必要な対応を行います。特に、

複数の都道府県等が関係する広域的な食中毒事案が発生した場合には、食品衛生法

第２１条の３の規定に基づく広域連携協議会等も通じて、相互に連携を図りながら、

適切に原因調査、情報共有等の対応・協力を行い、その拡大の防止に努めます。 

     埼玉県及び県内保健所設置市（川越市、川口市及び越谷市）とは、年に２回「１県

４市食品衛生関係業務連絡調整会議」を開催し、監視指導等の情報共有及び連携を図

るほか、随時、連絡調整等を行い、協同して様々な事態に対応していきます。 

 

   ○ 庁内各課所との連携 

     「さいたま市食の安全基本方針」に基づき、生産から消費までの食の安全を確保す

るために、定期的に「さいたま市食の安全対策会議※９」を開催する等、食の安全に関

する庁内各課所との連携協力を図ります。 

 

   ○ 民間団体との連携 

     消費者及び食品関係団体等とも連携体制を確保することにより、食品衛生事業を

効率的に進めます。 
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＜さいたま市食の安全確保のための推進体制＞ 
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Ⅱ 適用区域・期間  

 本計画を適用する区域・期間は以下のとおりです。 

＜適用区域＞ 

さいたま市全域 

＜適用期間＞ 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの１年間 

 

Ⅲ 監視指導の実施  

 「食品衛生法」、「と畜場法※１０」、「食品表示法※１１」等に基づき以下の監視指導を行います。 

 

１ 共通監視指導事項 

 次の項目について確認を行い、適切な指導等を行います。 

 

（１）食品等の規格基準※１２に適合していること。 

（２）食品添加物が適正に管理・使用されていること。 

（３）営業施設基準※１３及び構造設備の基準※１４の順守並びにＨＡＣＣＰに沿った衛生管

理を実施していること。 

（４）食品表示基準（衛生事項）に適合していること。 

（５）その他食品衛生上問題のない食品であること。 
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〈品目別の監視指導事項〉 

品目の種類 施  設 監視指導事項 

食肉及び 
食肉製品 
 

と畜場 
疾病を有する獣畜の排除の徹底 

微生物汚染の防止の徹底 

特定危険部位（SRM）※１５の適正な管理の徹底 等 

食鳥処理場 
疾病を有する食鳥の排除の徹底 

微生物汚染の防止の徹底 等 

食肉処理施設 
微生物汚染の防止の徹底 

適正表示（衛生事項）の徹底 等 

製造及び加工施設 

微生物汚染の防止の徹底 

原材料の安全性確保の徹底 

原材料肉等の適正な温度管理の徹底 

適正表示（衛生事項）の徹底 等 

貯蔵、運搬、調理及び販売
施設 

枝肉及びカット肉の保存温度 

衛生的な取扱い、加熱調理の徹底 

二次汚染防止の徹底 

適正表示（衛生事項）の徹底 等 

乳及び乳製品 

製造及び加工施設 

微生物汚染の防止の徹底 

原材料の安全性確保の徹底 

適正な保存温度 

適正表示（衛生事項）の徹底 等 

貯蔵、運搬及び販売施設 
適正な保存温度 

衛生的な取扱いの徹底 

適正表示（衛生事項）の徹底 等 

食鳥卵 
取扱、貯蔵、運搬、調理及
び販売施設 

原材料の安全性確保の徹底 

破卵等の検卵の徹底 

適正な温度管理と衛生的な取扱いの徹底 

適正表示（衛生事項）の徹底 等 

魚介類及び 
魚介類加工品 

製造及び加工施設 

ふぐの適正な処理の徹底 

原材料の安全性確保の徹底 

適正な保存温度、衛生的な取扱いの徹底 

適正表示（衛生事項）の徹底 等 

貯蔵、運搬、調理及び販売
施設 

適正な保存温度、衛生的な取扱いの徹底 

必要に応じた加熱調理の徹底 

二次汚染防止の徹底 

有毒魚介類等の排除の徹底 

適正表示（衛生事項）の徹底 等 

野菜、果実、穀
類豆類、種実類
等 
及び 
これらの加工品 

製造及び加工施設 
原材料の安全性確保の徹底 

適正な保存温度、衛生的な取扱いの徹底 

適正表示（衛生事項）の徹底 等 

貯蔵、運搬、調理及び販売
施設 

かび毒対策の徹底 

有毒植物等の排除の徹底 

適正表示（衛生事項）の徹底 等 
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２ 重点監視指導事項 

全ての食品等事業者に対し、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の実施が求められています。 

また、近年全国で発生している食中毒は主にカンピロバクター※１６やノロウイルス※１７、

アニサキス※１８が原因となっているほか、広域流通食品を原因とする大規模な食中毒も

散見されます。さらに、規格基準違反等による食品の回収事例も発生しています。 

このような状況を踏まえ、以下の項目について重点的な監視指導等を行います。 

 

（１）ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の実施状況の確認 

食品等事業者の実施状況（特に定着と振り返り）を確認し、助言・指導等を行いま

す。 

 また、食品関係団体とも連携しつつ、食品等事業者による自主的な衛生管理の実施

を推進します（VI参照）。 

 

（２）食中毒予防対策 

食品に起因する健康被害の発生を防止するため、全国及びさいたま市で近年発生し

ている食中毒事例を踏まえ、食品等事業者に対する助言指導等を行います。 

 

ア）カンピロバクター及び腸管出血性大腸菌※１９食中毒予防対策 

   カンピロバクター、腸管出血性大腸菌による食中毒の発生を防止するため、食肉

販売施設、焼肉焼鳥店等において、規格基準に合わない生食用食肉の提供販売の有

無、食肉の加熱方法等を確認し、適切な助言・指導を行います。また、未加熱の食

肉から調理済み食品等への交差汚染を防ぐため、手洗いや器具の使い分けの徹底を

指導します。 

加えて、腸管出血性大腸菌食中毒対策として、野菜等を生で食べるときにはよく

洗うことを注意喚起し、特に高齢者及び乳幼児等に食品を提供する施設（高齢者福

祉施設、保育園等）において、野菜及び果物を加熱せずに供する場合には殺菌を行

うよう指導します。 

 

イ）ノロウイルス食中毒予防対策 

     ノロウイルスによる食中毒の発生を防止するため、高

齢者及び乳幼児等に食品を提供する施設（高齢者福祉施

設、保育園等）や、仕出し弁当製造施設等の大量調理施

設※２０等における調理従事者の健康チェック、手洗い、

食品の加熱、設備器具の消毒等の方法について確認し、

適切な助言・指導を行います。また、事業者向け講習会

等で食品等事業者に対する注意喚起を行います。 

 

ウ）アニサキス食中毒予防対策 

アニサキスによる食中毒の発生を防止するため、魚介類取扱施設に対して、アニ       

サキスの特徴、魚介類の適切な処理方法等を周知する等、適切な助言・指導を行い

ます。また、アニサキス食中毒は家庭でも多く発生するため、市民に対してもアニ

サキスの特徴や魚介類の安全な食べ方について引き続き情報提供します。 

ノロウイルスの電子顕微鏡画像 
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エ）広域的食中毒及び違反食品流通防止対策 

     広域にわたる食中毒の発生、規格基準違反品等の流通を防ぐため、広域流通食品、

長期保存食品等を製造する大規模製造施設における食品の取り扱い方法（原材料の

適正管理・使用、製造時の温度管理等）について確認し、適切な助言・指導を行い

ます。また、国や他の都道府県等その他関係機関と連携して対応していきます。 

 

オ）イベント等における食中毒予防対策 

 市内各所で開催されるグルメイベント等での食中毒の発生を防止するため、手洗

いの徹底等、食品の衛生管理について適切な指導を行います。 

 

カ）その他の食中毒の食中毒予防対策 

 ふぐ毒や有毒植物等の自然毒の危険性や食品の適切な温度管理の重要性等につ

いて、消費者への注意喚起を行います。 

 

 （３）適切な食品表示（衛生事項）の確保 

    表示ラベルの貼付誤りによる消費期限の誤りやアレルゲン表示の欠落などの事例

が確認されていることから、当該事例を発生させた食品等事業者を中心に、正しい

食品表示の実施について適切な指導を行います。 

 

３ 一斉監視の実施 

 （１）夏期一斉監視 

細菌性食中毒が増加する時期に合わせて集中的に行う監視指導です。主に、食品の

温度管理の徹底、微生物汚染の防止等の指導を強化します。  

 

（２）年末一斉監視 

    食品の流通量が増加する年末にかけて集中的に行う監視指導です。繁忙期において

衛生管理の不備などにより、食品衛生上不適切な食品が流通しないよう指導を強化

します。 
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マグロ取扱い施設監視の様子 魚介類販売施設監視の様子 

食料品販売施設監視の様子 

４ 監視指導対象施設及び監視指導予定回数 

頻 度 対 象 施 設 

１年に２回以上 過去１年間に食中毒で行政処分を受けた施設 

１年に１回以上 

生食用牛肉取扱施設 

生又は加熱不十分な食肉等を提供・販売している施設 

（規格基準等に適合する食肉等の提供施設を除く） 

高齢者、乳幼児向け集団給食施設（高齢者福祉施設、保育園

等） 

３年に１回以上 

大量調理施設 

大型量販店 

大規模製造施設 

集団給食施設（小学校、中学校、病院等の給食施設） 

食肉取扱施設（焼肉焼鳥店、販売業等） 

魚介類取扱施設（寿司店、販売業等） 

実情に応じて 
市場内施設（水産卸売市場、青果物卸売市場、仲卸店舗等） 

上記以外の施設（届出施設も含む） 

※上記の表は最低限の頻度を示したものであり、個別の対象施設の衛生管理状況に応じ、

頻度を引き上げるなど適切な監視指導を実施することとしています。 
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微生物検査の様子 理化学検査の様子 

Ⅳ 食品等の検査 

１ 食品等の検査  

  市内で生産、製造、加工又は販売される食品等を対象に、食品衛生法第２８条の規定

に基づく収去検査等を行い、違反食品・不良食品等を排除することで、食品の安全の確

保を図ります。食品衛生法により規格基準が定められた食品等を対象として、微生物検

査及び理化学検査を実施します。 

  令和８年度収去等検査計画は、Ⅳ-１（２）のとおりです。 

 

（１）主な検査の内容 

  ア）微生物検査 

    食品衛生法により規格基準が定められている魚介類、食肉製品等について、細菌

数、大腸菌群等の基準に適合しているか確認します。 

イ）残留農薬検査 

      農産物、冷凍野菜、輸入果実について、農薬が適正に使用されているか確認しま

す。 

  ウ）食品添加物検査 

 食品衛生法により食品添加物の使用基準が定められた食品について、食品添加物

が適正に使用されているか確認します。また輸入食品等について、国内で使用が認

められていない指定外添加物が使用されていないか確認します。 

  エ）動物用医薬品検査 

    畜産物や養殖された魚介類等について、動物用医薬品が適正に使用されているか

確認します。 

オ）アレルギー物質検査 

 アレルギー物質を含む特定原材料※２１について、製品が適正に管理されているか、

適正に表示されているか確認します。 

   カ）放射性物質検査 

 市内を流通する食品について、放射性物質が基準値を超えて含まれていないか確

認します。 
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（２）収去等検査計画 

    ア）検査項目及び各検体数   

検査分野 対象食品 検体数 検査項目数 

微生物検査 
生食用鮮魚介類、冷凍食品、 

食肉製品、乳・乳製品 等 
132 213 

理化学検査 333 28,026 

  内 
 

訳 

残留農薬 
野菜・果実、冷凍野菜 

輸入果実 
104 22,941 

食品添加物 

(指定外添加物含む) 

魚介類加工品 

食肉製品、漬物 

輸入菓子 等 

120 2,769 

動物用医薬品 

魚介類 

魚介類加工品 

食肉等、食鳥卵 等 

43 2,102 

アレルギー物質 パン、菓子、調味料 等 16 128 

自然毒 二枚貝、生あん 11 11 

汚染物質 清涼飲料水、魚介類 等 18 36 

放射性物質 農産物、水産物 等 12 24 

その他 即席めん 等 9 15 

計 465 28,239 

・検体数、検査項目数等については、違反の発生状況等により変更する場合があり 

ます。 

 

イ）主な検査の種類 

検査の種類 主な検査項目 

微生物 細菌数、大腸菌群、E.coli、黄色ブドウ球菌、 

腸炎ビブリオ、サルモネラ属菌 等 

残留農薬 除草剤、殺虫剤、殺菌剤、成長調整剤 等 

食品添加物 

（指定外添加物含む） 

保存料、着色料、甘味料、酸化防止剤、発色剤、漂白剤 

防かび剤、品質保持剤 等 

動物用医薬品 抗生物質、合成抗菌剤、駆虫剤 等 

アレルギー物質 えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生（ピーナ

ッツ） 

自然毒 貝毒※２２（麻痺性、下痢性）、シアン化合物 

汚染物質 TBTO※２３、重金属 等 

放射性物質 放射性セシウム１３４及び１３７ 

その他 酸価・過酸化物価 等 
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豚生体検査の様子 豚枝肉検査の様子 

２ 施設の衛生指導に係る検査  

１の検査と合わせて、食品関係施設におけるＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の継続的な

改善を促すため、施設設備の微生物検査等を実施し、効率的・効果的な指導につなげま

す。 

 

（１）集団給食施設、食品製造施設等における検査 

  作業台や器具等についてふき取り検査を実施し、必要に応じて助言・指導を行いま

す。 

 

（２）流通拠点である市場内施設等における検査 

 まぐろ取扱い施設等のふき取り検査を定期的に実施し、必要に応じて助言・指導を

行います。 

 

検査の種類 検体数 

集団給食施設、食品製造施設等におけるふき取り検査 ６８０検体 

まぐろ取扱い施設等ふき取り検査  ４０検体 

 

３ と畜場等における検査 

（１）と畜検査 

  と畜場に搬入された全ての獣畜（牛、馬、豚等）について、と畜場法に基づき、１

頭ごとに目視による検査を行い、必要に応じて精密検査を実施します。 

牛については、特定危険部位（ＳＲＭ）の確実な除去の確認及び国の通知に基づく

ＢＳＥスクリーニング検査※２４を必要に応じて実施します。 
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 （２）と畜場等の衛生指導に係る検査 

   と畜場、食肉市場及び食鳥処理施設にお

いて、ＨＡＣＣＰに基づいた衛生管理が適

切に行われているかを含め、食肉や施設設

備等の衛生管理状況を把握し科学的根拠

のある監視指導を行うため、以下の検査を

実施します。 

    

 

 

 

種別 検査の種類 項目及び検体数 

食肉 牛枝肉微生物検査 一般細菌         ６０検体 

腸内細菌科菌群      ６０検体 

豚枝肉微生物検査 一般細菌         ６０検体 

腸内細菌科菌群      ６０検体 

牛肝臓等微生物検査 腸管出血性大腸菌О１５７ ３６検体 

施設

設備

等 

食肉処理施設ふき取り検査 一般細菌         ８４検体 

腸内細菌科菌群      ８４検体 

食鳥処理施設ふき取り検査 一般細菌、腸内細菌科菌群 

※現在対象施設がなく、認定小規模食鳥処理場
※２５の許可申請等があった場合に実施。 

 

（３）動物用医薬品等の適正使用に係る検査 

    農場において疾病に罹患した獣畜は、その治療のため薬剤の投与を受けている可能

性があることから、動物用医薬品が適正に使用されているか確認するため、と畜場で

処理される獣畜の筋肉等に対して動物用医薬品等の検査を実施します。 

     

検査の種類 項目及び検体数 

獣畜の筋肉、肝臓及び腎臓理化学検査 動物用医薬品 ６０検体 

残留農薬   ６０検体 

 

４ 検査の体制 

（１）食品検査体制の充実 

健康科学研究センターにおいて正確かつ迅速な検査体制の充実を図ります。 

 

（２）食品検査の信頼性の確保 

生活衛生課、食品衛生課、食肉衛生検査所及び健康科学研究センターでは、定期的

な内部点検や、内部精度管理の実施及び外部精度管理調査への参加により、食品検査

の信頼性確保を図ります。 

 

 豚枝肉微生物検査（採材）の様子 
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Ⅴ 危機管理  

 １ 違反発見時の対応 

    食品関係施設の監視指導の結果、施設基準や公衆衛生上必要な措置の基準及び規格基 

準等の違反を発見した場合には、改善を指示するとともに、必要に応じて、回収や廃棄

命令等の行政処分を行うなど、迅速かつ適切な措置を講じ、被害の拡大や再発の防止に

努めます。 

 

 ２ 食中毒等健康危害発生時の対応 

 食中毒発生時には、適切な原因究明と健康危機管理対策を実施します。 

    必要に応じて国や関係自治体及び関係部局への速やかな情報提供及び連携を図るこ

とにより、被害拡大防止に向けての迅速な原因究明調査を実施します。 

    また、食品等事業者からの健康被害（機能性表示食品※２６及び特定保健用食品※２７を含

むいわゆる「健康食品」※２８及び指定成分等含有食品※２９による健康被害を含む。）や食

品衛生法に違反する食品等に関する報告があった場合には、早急に調査等を行い、健康

被害の防止を図る必要がある場合には、関係機関への連絡、市民に対する注意喚起を行

い、当該食品等の流通防止を図ります。 

 食品への農薬等化学物質の混入事案等の発生に際しては、市民からの相談に適切に対

応します。 

 

Ⅵ 食品等事業者の自主管理等の推進  

 １ 小規模な一般飲食店営業者を中心に、食品衛生管理に関するマニュアル等を活用して

ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理の実施支援を行うとともに、食品衛生監視員

等が実施状況を確認し、助言・指導等を行います。 
 

 ２ 監視指導や講習会などを通じて食品等事業者及び食品衛生責任者の資質向上を図る

など、食品関係団体と連携しつつ、食品等事業者の自主衛生管理を推進します。 

 

 ３ 食品等事業者が衛生管理に取り組む姿勢を評価する手段として、食品衛生関係表彰の

受賞施設の施設名をホームページで公表し、営業者の衛生意識向上に繋げます。 

 

 ４ 食品衛生推進員※３０に対して講習会等を通じて助言・指導を行い、食品等事業者の食

品衛生の向上に関する自主的な活動（食品営業施設に対する巡回指導等）を促進します。 

   また、食品衛生指導員※３１に対して、（一社）さいたま市食品衛生協会が行う食品衛生

指導員研修会に講師を派遣し、巡回指導等による自主衛生管理のさらなる向上を進めま

す。 

 

 ５ ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理が適切になされているか確認するため、外部検証として

と畜検査員がその実施状況を確認し、と畜場管理者、と畜業者等に対し、助言・指導等

を行います。 
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Ⅶ 消費者や事業者との意見交換の推進及び市民への情報提供  

 １ 「食の安全フォーラム」等の開催 

食の安全に関する講演会等を年３回程度開催し、

食の安全に関する知識の普及を図ります。また、消費

者や食の安全に関係する団体及び食品等事業者など

との意見交換を積極的に行います。 

 

 ２ 「さいたま市食の安全委員会」の開催 

消費者、食品等事業者、生産者及び学識経験者で構

成される委員会（現在１３名）を年４回程度開催し、

よりよい施策の策定に努めます。 

 

 ３ 「食の安全・安心市民講習会」等の開催 

食の安全に関する正しい知識の習得と見識を高めるための食の安全・安心市民講習会

（３０名程度）を年６回程度開催し、「確かな目」を持つ市民の養成を図ります。また、

市民等の希望に応じて出前講座を実施します。 

 

４ 「食の安全市民ネットワーク推進員」との連携 

 「食の安全・安心市民講習会」受講を修了した方を、地域と行政を結ぶ（ネットワー

クする）役割を担う「食の安全市民ネットワーク推進員」に委嘱（現在６８名）し、年

２回程度開催するネットワーク会議などを通じて、協働して食の安全を推進します。 

 

５ 「みんなで学ぼう！食品衛生」の開催 

低年齢層を含めた消費者が食品衛生業務を学べる

体験型イベント（１２組２４名程度）を実施し食の安

全に関する知識の普及を図ります。 

 

６ 「サイエンスラボ」の開催 

健康科学研究センターでは、主に小学生とその保

護者を対象に公開型の科学体験教室を開催し、体験

を通して食品への関心と興味の啓発を図ります。 

 

７ 「食品等事業者や高齢者介護施設従事者等に対する  

食品衛生講習会」の開催 

食品衛生に関する最新の情報・知識を提供し、飲食

店をはじめとする食品等事業者や、食品に関係する高

齢者介護施設従事者などの資質の向上を図るため、依

頼に応じて講習会（２０～１００名程度）を実施しま

す。 

 

 

 

 

みんなで学ぼう！食品衛生 

サイエンスラボ 

食の安全フォーラム 
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 ８ 食品衛生に関する知識の普及啓発 

（１）パンフレット、ポスター、広報誌及び啓発用電子データの作成並びにウェブやＳＮ  

Ｓ等による普及啓発 

    パンフレットやポスター、啓発用電子データを作成するほか、ウェブやＳＮＳ、街

頭の電光掲示板、広報誌等を活用し、食品衛生に関する知識の普及を図ります。 

    また、食の安全に関係する庁内各課所で情報共有し、連携して普及啓発に努めます。 

  

（２）細菌性食中毒予防のための知識の普及啓発 

食肉の生食や加熱不足を原因とする腸管出血性大腸

菌Ｏ１５７、カンピロバクター等の細菌性食中毒を予

防することを目的に、市内の学校等に啓発用電子デー

タを配信するとともに、消費者への街頭キャンペーン

を実施し、知識の普及啓発を図ります。 

 

（３）ノロウイルス食中毒予防のための知識の普及啓発 

ノロウイルスによる食中毒や感染症に対する正しい

知識の習得と調理従事者による二次感染を未然に防止

することを目的に、市内の福祉施設や学校等にノロウ

イルスに関する啓発用電子データを配信するととも

に、消費者への街頭キャンペーンを実施し、知識の普

及啓発を図ります。 

 

 ９ ホームページ等を通じた情報発信 

   市ホームページや「さいたま市食育なび※３２」などの電子媒体を活用し、食品衛生に

関する情報を正確でわかりやすく、かつ速やかに発信します。 

 

 （１）食中毒や違反食品などの公表 

市内の原因施設が明らかになった食中毒事件については、随時、報道機関やホーム

ページに公表します。また、健康被害の拡大防止の観点から消費者に対し注意喚起が

必要な回収命令等の行政処分を行った違反食品についても、報道機関やホームページ

に公表します。 

 

 

さいたま新都心駅駅前大型映像装置 

啓発資料「手洗いでノロウイルス予防」 

啓発用電子データ（英語対応） 
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 （２）監視指導及び検査結果の公表 

本計画の実施状況については、夏期及び年末の一斉監視結果について実施後に公表

するとともに、最終結果について翌年度の６月末までに公表します。 

また、放射性物質の検査結果については、随時ホームページに公表します。 

 

 （３）食品衛生に関する情報発信 

意見交換や、食の安全委員会、食の安全・安心市民講習会などの実施状況、その他

の食品衛生に関する情報について、随時ホームページより情報発信します。 

 

Ⅷ 人材の育成  

食品衛生監視員、と畜検査員、食鳥検査員及び試験検査担当者に、技術研修、法令の内容

等に係る研修の受講を促し、資質向上を図ります。 

特に、食の安全を技術面で支える食品衛生監視員のスキルアップを図るため、全国食品衛

生監視員協議会等の研修会や国等が開催するＨＡＣＣＰに係る食品衛生監視員養成講習会

等に積極的に参加するとともに、新任職員への研修や、最新の食品製造・加工技術等に関す

る知見を習得するための専門研修、国の検疫所等への派遣研修等により、幅広い知識の習得

を図ります。 

また、食品等事業所の自主衛生管理を担う者の養成及び食品衛生責任者等の資質向上のた

め、講習会を受講させ、新たな知識の習得に努めさせます。 

 



① 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用 語 解 説 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



② 
 

用 語 解 説 

（１ページ） 

※１ 食品衛生法 

   食品の安全を確保するため、食品の規格（食品に含まれてもよい添加物 

  や残留農薬の量など）や基準（食品の保存温度や食品を製造する際の加熱 

  温度や時間など）等を定めた法律です。 

 

※２ 監視指導 

 食品衛生監視員（食品衛生法に基づき市長に任命された職員）が飲食店  

等に立入り、衛生面等を検査し、改善するよう指導することです。 

 

※３ ＨＡＣＣＰ（ハサップ） 

   ＨＡＣＣＰとは、Hazard Analysis and Critical Control Point の頭文

字をとったものです。 

食品の製造から流通・販売に至るすべての作業工程で発生するおそれの

ある食中毒菌汚染や異物の混入等の危害をあらかじめ分析（Hazard 

Analysis）し、その危害を少なくする又はなくすために特に重要な工程

（Critical Control Point）を継続的に監視することにより製品の安全性

を確保する衛生管理の手法です。 

 

※４ ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理 

   食品等事業者は規模や業種等に応じて「ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理」

又は「ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理」のいずれかの衛生管理

を行う必要があります。 

   どちらにも共通する内容としては、基準に基づき衛生管理計画を作成し

従業員に周知徹底を図ること、必要に応じて清掃や消毒、食品の取扱い等

について具体的な方法を定めた手順書を作成すること、衛生管理の実施状

況を記録し、保存すること、衛生管理計画や手順書の効果を定期的に検証

し、必要に応じて内容を見直すことなどがあります。この内容を総称して

「ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理」と言います。 

 

※５ さいたま市食の安全基本方針 

   食品等事業者、消費者及び行政が協働して食品の安全性を確保し、市 

  民が安心して食生活を送れるよう平成１７年３月に策定しました。生産、

製造から流通、消費に至るまで総合的な食の安全の確保を図る上での基本

的な考え方や施策の方向などを示すものです。 

 

※６ と畜場 

   食用とする目的で搬入された牛、馬、豚、めん羊及び山羊をとさつし、

解体するために設置された施設のことです。 



③ 
 

※７ 食鳥処理場 

 食用とする目的で搬入された鶏、あひる及び七面鳥をとさつし、処理す

るために設置された施設のことです。 

 

※８ 収去 

   食品衛生法及び食品表示法に基づき、食品製造施設等に食品衛生監視員

が立ち入り、試験検査のために必要な限度において食品等を無償で採取す

ることです。 

 

（２ページ） 

※９ さいたま市食の安全対策会議 

   食の安全基本方針に基づき、生産から消費までの食の安全を確保するた 

め、食の安全に関して正確で必要な情報の提供と知識の普及、組織横断的 

な連携及び調整を目的とした庁内関係各課による会議です。 

 

（４ページ） 

※10 と畜場法 

食用に供するために行う獣畜の処理に必要な事項を定めた法律です。と

畜場の衛生管理、獣畜の検査に関する事項等が定められています。 

 

※11 食品表示法 

食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な選択の機会を

確保するため、販売される食品に関する表示について、基準等必要な事項

を定めた法律です。 

 

※12 規格基準 

   食品や添加物の製造、加工、使用、調理もしくは保存の方法及び成分に

ついて一定の安全レベルを確保するために定められており、これに合わな

い食品等は製造、使用、販売等が禁止されています。 
 

※13 営業施設基準 

   食品衛生法に基づいて定められている食品営業施設の基準です。公衆衛

生に与える影響が著しい営業について、構造や設備の基準が定められてい

ます。 

 

※14 構造設備の基準 

   と畜場法に基づいて定められていると畜場の構造設備の基準です。 
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（５ページ） 

※15 特定危険部位（ＳＲＭ） 

   異常プリオンタンパク質が蓄積しやすい部位であり、全月齢の牛の扁桃

及び回腸遠位部、３０ヶ月齢を超える牛の頭部（舌、頬肉及び皮を除く）、

せき髄及びせき柱のことです。 

 

（６ページ） 

※16 カンピロバクター 

主に鶏の腸管に常在している食中毒菌です。症状は腹痛、下痢、発熱、

ですが、感染した数週間後に、手足の麻痺や呼吸困難等を起こす「ギラン・

バレー症候群」を発症する場合があることが指摘されています。少量の菌

数で発症するといわれています。 

 

※17 ノロウイルス 

   食中毒や感染症の原因となるウイルスのひとつです。人だけに感染して、

下痢、嘔吐、発熱などの症状をひき起こします。冬期の貝類による食中毒

が知られていますが、近年調理従事者からの食品への汚染による食中毒が

多発しています。また、患者からの嘔吐物や糞便から集団感染する事例も

見られます。 

 

※18 アニサキス 

   長さ２～３ｃｍの少し太い白色糸状の寄生虫で、サバ、アジ、サンマ、 

カツオ、イワシ、サケ、イカなどの魚介類に寄生しています。食中毒の症 

状は激しい腹痛が特徴です。 

 

※19 腸管出血性大腸菌 

主に牛などの腸管内に常在している食中毒菌で、感染力が強く、少ない

菌数でも食中毒を起こすことがあります。症状は腹痛、下痢、血便などで

すが、まれにＨＵＳ（赤血球が破壊され、貧血や急性腎不全を主症状とす

る症候群）を併発し、重篤になり死亡することもあります。 

 

 

※20 大量調理施設 

   同一メニューを１回３００食以上又は１日７５０食以上調理をする施設 

  は大量調理施設と定められ、特に厳格な管理を求められています。 

 

（９ページ） 

※21 特定原材料 

アレルギーを起こすとされる食品のうち、発症数や重篤度から考えて表

示する必要性が高いものとして表示が義務化されている８品目（えび、か

に、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生（ピーナッツ））をいいます。 
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（１０ページ） 

※22 貝毒 

二枚貝が餌とともに有毒プランクトンを取り込むと、中腸腺に毒素を一

時的に蓄積します。これを食べると、場合によっては麻痺や下痢などの食

中毒を引き起こします。 

 

※23 ＴＢＴＯ（トリブチルスズオキシド） 

   有機スズ化合物で、船底や漁網の防汚剤（海藻や貝殻の付着を防ぐ薬剤） 

  として使用されてきました。しかし、その有害性と海洋汚染が問題となっ 

  たことから、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」により規制 

  され、平成元年１２月に製造、輸入及び使用が禁止されました。 

 

（１１ページ） 

※24 ＢＳＥスクリーニング検査 

牛海綿状脳症（ＢＳＥ）は、牛の病気の一つで、異常プリオンタンパク

質と呼ばれる病原体に感染した場合、脳の組織がスポンジ状になり、異常

行動、運動失調などを示し、死亡するとされています。 

この検査は、脳の一部（延髄）を用いて異常プリオンタンパク質の有無

を確認する一次検査であり、陽性の場合は、さらに国の専門機関で確認検

査を行います。 

 

（１２ページ） 

※25 認定小規模食鳥処理場 

   食鳥の年間処理羽数が３０万羽以下の小規模の食鳥処理場で、厚生労働 

  省が定める基準に適合した施設として、都道府県知事等が認定した施設で 

  す。 

 

（１３ページ） 

※26 機能性表示食品 

 事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品で

す。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ

届け出られたものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長

官の個別の許可を受けたものではありません。 

 

※27 特定保健用食品 

 健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレス

テロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品です。表示さ

れている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長

官が許可しています。 
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※28 いわゆる「健康食品」 

 法律上の定義はなく、医薬品（医薬部外品を含む）以外で経口的に摂取

される、健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、

そのような効果を期待して摂られている食品全般を指します。 

 

※29 指定成分等含有食品 

   食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成

分又は物であって、厚生労働大臣が指定したものを含む食品をいいます。

現在、４品目（コレウス・フォルスコリー、ドオウレン、プエラリア・ミ

リフィカ、ブラックコホシュ）が指定成分等とされています。 

 

※30 食品衛生推進員 

食品衛生法第６７条に基づき、さいたま市長が委嘱した者です。営業施

設の巡回活動や普及啓発活動の他、市が実施する食品衛生に関する普及啓

発事業等への協力を行います。 

 

※31 食品衛生指導員 

公益社団法人日本食品衛生協会食品衛生指導員制度要綱に基づき、一般

社団法人さいたま市食品衛生協会が委嘱した者です。巡回指導や食品衛生

思想の普及等を行っています。 

 

（１５ページ） 

※32 さいたま市食育なび 

「さいたま市食育なび」は、さいたま市を中心とする食育に関する総合

的な情報の提供や、会員相互の情報交換を目的として開設されたサイトで

す。食育の基礎知識、食の安全・食中毒、地産地消、レシピ検索、市の施

策・事業など、食育に役立つ情報を発信しています。また、登録団体の活

動紹介、電子掲示板もあります。 



 
 
 
 
 
 
 

この計画に関するお問い合わせは 
  
 保健衛生局 保健部 生活衛生課 
           TEL ０４８－８２９－１３００ 
           FAX ０４８－８２９－１９６７ 
            
   

さいたま市食品衛生監視指導計画 Web データ 
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